
平成２３年１１月１８日

平成２３年台風１２号による災害に係る被災中小企業者対策について

～セーフティネット保証４号の指定について～

経済産業省は、本日、平成２３年台風１２号による災害の影響を受けている中小企

業者への資金繰り支援のため、セーフティネット保証４号を発動することを決定しま

した。

１．セーフティネット保証４号の指定地域について

経済産業省は、平成２３年台風１２号による災害の被害状況調査の進捗を踏まえ、以

下の市町村を、信用保証協会によるセーフティネット保証４号（※１）の対象地域とし

て、指定することとしました。（平成２３年１１月２５日に官報告示）

� 指定地域

三重県 ：熊野市、紀宝町、御浜町

奈良県 ：天川村、十津川村、野迫川村、吉野町、五條市、川上村、

黒滝村、御杖村、上北山村、下北山村

和歌山県：那智勝浦町、日高川町、田辺市、古座川町、新宮市、

北山村、紀美野町

� 指定期間：平成２３年８月２９日から平成２４年２月２４日

※１：セーフティネット保証４号とは、中小企業信用保険法第２条第４項第４号に基づき、

突発的な災害等により相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地

域を指定し、指定地域において、売上高等が減少している中小企業者が、一般保証

とは別枠（無担保８千万円、最大２億８千万円）の保証（借入額の１００％を保証）

の利用対象となる制度。

２．セーフティネット保証４号の利用対象者

以下の要件のいずれも満たすことについて市町村長の認定を受けた中小企業者が、

セーフティネット保証４号の利用対象者となります。

� 指定地域において１年間以上継続して事業を行っていること。

� 台風１２号による災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として

最近１か月の売上高等が前年同月に比して２０％以上減少しており、かつ、その後

２か月を含む３か月間の売上高等が前年同期に比して２０％以上減少することが

見込まれること。（※２、※３）



※２：最近２か月の売上高等の実績値とその翌月を含む３か月間の見込み値で認定

申請することも可能。

※３：認定申請書には、売上高等の減少が台風１２号による災害によるものである

ことを具体的に記述することが必要。

３．台風１２号よる災害について既に講じている支援措置（参考）

（１）初動措置

台風第１２号による被害が発生した直後の９月５日から、以下の措置を実施。

○対象：三重、奈良、和歌山、鳥取及び岡山県の被災中小企業者

� 特別相談窓口の設置

対象県内の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議

所、商工会連合会、中小企業団体中央会、中小企業基盤整備機構各支部及び所

管経済産業局に、資金繰りや経営上の相談に応じる「特別相談窓口」を設置。

� 災害復旧貸付の適用

対象県内の被害を受けた中小企業者を対象に、日本政策金融公庫及び商工組合

中央金庫が、既往の貸付とは「別枠」で融資を行う「災害復旧貸付」を適用。

（災害復旧貸付の制度概要）

①資金使途：運転資金又は設備資金

②貸付限度額：日本公庫（中小事業 1.5 億円、国民事業 3千万円）

商工中金 1.5 億円

③貸付金利：基準金利（中小事業 1.65％、国民事業 2.15％）

（貸付期間５年以内の基準利率（平成 23 年 10 月 24 日現在））

� 既往債務の返済条件緩和等の対応

日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会において、返済猶予等

既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化等について、対象

県内の被災中小企業者の実情に応じて対応。

� 小規模企業共済災害時即日貸付の適用

対象県のうち、災害救助法適用市町村の被災小規模企業共済契約者に対し、中

小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う「災害時即日貸付」を

適用。

（２）激甚災害指定に伴う追加措置

激甚災害法に基づいて指定された地域（市町村）の被災中小企業者を対象として、

以下の措置を追加実施。



○対象：以下の市町村の被災中小企業者

三重県 熊野市、紀宝町

奈良県 天川村、十津川村

和歌山県 田辺市、新宮市、日高川町、那智勝浦町、古座川町

� 中小企業信用保険法の特例

市町村長等から事業所または主要な事業用資産についての「罹災証明」を受け

た対象市町村内の被災中小企業者に対して、一般保証とは「別枠」で債務を保証

（借入債務の額の１００％を保証）。

「一般」保証枠 「別枠」保証枠

普通保証 2億円 ＋2億円

無担保保証 8,000 万円 ＋8,000 万円

特別小口保証 1,250 万円 ＋1,250 万円

※実施期限：平成２４年３月２５日まで。

� 小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金等の償還期間等の延長

対象市町村内の被災中小企業者等に対し、小規模企業者等設備導入資金貸付制

度及び小規模企業設備貸与制度について、既往貸付金の償還期間を最大２年延長

（７年以内→９年以内）。

� 災害復旧貸付の金利引下げ

対象市町村内の被災中小企業者を対象に、日本政策金融公庫及び商工組合中央

金庫が実施中の「災害復旧貸付（【参考１】（２）の措置）」において、貸付金利を

引下げ。

（金利引下げ）

貸付額のうち１千万円を上限として、貸付金利から 0.9％を引下げ（貸付後３年）

（３）その他

中小企業者向け被災現地相談会の開催

経済産業局、地方自治体、地方労働局、地元経済団体、金融機関、中小機構近畿

支部等と連携し、被災中小企業者（風評被害等の間接被害を含む）を対象に、災害

復旧のための経営に関する現地相談会（参加費無料）を開催。

【和歌山県】

10 月 17 日（月）田辺市、 10 月 18 日（火） 那智勝浦町

10 月 20 日（木）古座川町、10 月 21 日（金） 日高川町

10 月 25 日（火）新宮市、10 月 26 日（水）田辺市（旧本宮町）

【奈良県】

10 月 21 日（金）五條市

【三重県】

10 月 24 日（月）熊野町
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